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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第75期

第１四半期連結
累計期間

第76期
第１四半期連結

累計期間
第75期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　６月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （百万円） 11,704 13,744 51,027

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △5 182 1,386

四半期純利益又は四半期（当

期）純損失（△）
（百万円） △1,894 85 △1,105

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,514 △36 △79

純資産額 （百万円） 5,538 7,313 6,859

総資産額 （百万円） 28,374 30,529 30,740

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円） △210.06 9.44 △122.55

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 19.3 23.8 22.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第76期第１四半期連結累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

なお、比較を容易にするため第75期第１四半期連結累計期間及び第75期についても百万円単位に変更してお

ります。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減があったものの、経

済対策効果等により、緩やかな回復基調が継続しております。また、海外では、ウクライナ情勢等不透明要因はあ

るものの、緩やかな回復基調で推移しております。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、海外市場が前期に引続いて好調に推移したことにより137億44百万円

（前年同期比17.4％増）、営業利益は2億57百万円（前年同期は営業損失37百万円）、為替差損の発生により経常

利益は1億82百万円（前年同期は経常損失5百万円）、前年度の米国の司法取引契約締結に伴う調査義務履行費用が

発生したことにより四半期純利益は85百万円（前年同期は四半期純損失18億94百万円）となりました。

セグメントの状況は、以下のとおりです。

①　自動車機器事業

自動車機器事業は、国内市場は伸び悩んだものの、重点的に注力してまいりましたアジアを中心とした海外

市場が好調に推移したことから、売上高100億65百万円（前年同期比17.0％増）と大幅増加となりました。利

益面では、高水準の研究開発費を量産効果により吸収し、セグメント利益は5億3百万円（前年同期比67.5％

増）となりました。

②　電子機器事業

電子機器事業につきましては、海外市場における売上拡大、太陽光発電用パワーコンディショナーの続伸等

により、売上高は36億78百万円（前年同期比18.6％増）となり、セグメント利益は売上高増加等により、2億

17百万円（前年同期比223.2％増）となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3）研究開発活動

当社グループは、燃費向上・省エネ・省資源・環境負荷物質の低減等地球環境問題に対応するため、最先端半導

体の導入検討、高放熱工法の検討、デジタル制御技術等、パワーエレクトロニクス技術を中心とした開発活動を進

めております。。

自動車機器事業におきましては、点火系専門メーカーとしてのノウハウを活かして、燃費向上を目的としたエン

ジン制御の高度化・ＨＶを含む自動車の各種制御に関する製品開発を進めております、当第１四半期連結累計期間

の研究開発費は、5億97百万円であります。

電子機器事業におきましては、得意分野である電力変換技術、高電圧発生技術をベースに、従来のホームエレク

トロニクスだけでなく、太陽光発電市場の拡大を睨んだ住宅用パワーコンディショナーのラインナップの拡充及び

多台数連系対応システムの認証取得等の高付加価値化に取り組んでおります。当第１四半期連結累計期間の研究開

発費は、1億59百万円であります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 36,500,000

Ａ種優先株式 150

計 36,500,150

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 9,149,400 9,149,400
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株

Ａ種優先株式

（当該優先株式

は行使価額修正

条項付新株予約

権付社債券等で

あります。）

－ 150 非上場
単元株式数１株

（注）１～３

計 9,149,400 9,149,550 － －

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1）普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通

株式数が増加します。

(2）取得価額の修正の基準及び頻度

①　修正の基準：東京証券取引所の終値（30日連続取引日平均）の95％

②　修正の頻度：毎年７月31日及び１月31日

(3）取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

①　取得価額の下限　171円00銭

②　取得請求権の行使により交付されることとなる株式数の上限

8,771,929株（平成26年７月31日現在におけるＡ種優先株式の発行済株式総数150株に基づき算定。同日

の普通株式の発行済株式総数の95.87％）

(4）当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする強制転換条項があります。

 

２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

① 合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について

割当先による当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、当社と割当先との間の平成26

年５月12日付投資契約（以下「本投資契約」という。）において、下記のいずれかの事由が発生した場

合に限定されています。

(i)   本優先株式に対する金銭による剰余金の配当が、連続する２事業年度を通じて一度も行われな

かった場合

(ii)  本②(ii)又は(iii)記載の事由が発生した場合

(iii) 本②(i)、(iv)又は(v)記載の事由が発生した日から６ヶ月間が経過した場合

② 合意による金銭を対価とする取得請求の制約について

割当先による金銭を対価とする取得請求権の行使に関しては、本投資契約において、下記のいずれか

の事由が発生した場合に限定されています。

(i)   本優先株式の発行日から５年が経過した場合

(ii)  当社につき、本投資契約に定める義務の違反があった場合
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(iii) 当社が本投資契約に定める表明及び保証の違反をした場合（但し、軽微な違反を除く。）

(iv)  当社の各事業年度の有価証券報告書が提出された場合において、当該有価証券報告書に記載され

る財務諸表に基づき算出される各事業年度の末日における当社の分配可能額が、当該各事業年度

の末日現在の割当先の保有する本優先株式の合計株数にその時点を金銭対価取得請求権取得日と

して算出される本優先株式１株あたりの取得価額を乗じた金額を下回った場合

(v)   当社の2015年３月期以降の各年度の決算期における単体又は連結の損益計算書に示される営業損

益又は経常損益のいずれかが２期連続で損失となった場合

③ 割当先との投資契約における合意について

当社は、本投資契約において、割当先による取得請求に制約を設ける一方、将来の現金償還請求（金

銭を対価とする取得請求）に対応する分配可能額及び資金を確保して普通株式を対価とする取得請求が

行使されることを避けること、また当社の財務的健全性を確保すること等を目的として、割当先に対し

主に次に掲げる遵守事項を負っております。

(i)   当社グループの主たる事業を営むのに必要な許可等を維持すること、全ての法令等を重要な点に

おいて遵守して事業を継続すること、及び、当社グループの主たる事業内容を変更しないこと。

(ii)   割当先の事前承諾なしに、当社のグループ構成を変更しないこと、組織再編（但し、当社グ

ループ内及び当社グループ全体の観点から見て重要でないものについてはこの限りではない。）

を行わないこと、並びに定款変更、合併、事業譲渡及び重要な資産の譲渡等の重要な変更を行わ

ないこと。但し、割当先は、かかる承諾を不合理に留保又は拒絶しないものとする。

(iii) 割当先の保有する本優先株式の合計株数に本優先株式１株あたりの取得価額を乗じた金額が、当

社の分配可能額を上回ることとなるような内容の普通株式への剰余金の配当を行わないこと。

(iv)   当社の発行可能株式総数から発行済株式の総数を控除して得た数が、本優先株式の全てについ

て、通常下限行使価格で行われる普通株対価取得請求を行った場合に割当先が取得することとな

る普通株式数を超えている状態を維持すること。

(v)    法令等及び本投資契約に定める場合のほか、割当先の承諾なく普通株式を対象とする自己株式

の取得を行わないこと。

(2）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

割当先は、保有する本優先株式の全部又は一部を第三者に譲渡する場合には、当該譲渡の10営業日前まで

に、本優先株式の譲渡予定の概要（譲渡予定先の氏名又は名称、譲渡予定株式数及び譲渡予定日）を当社に

書面により通知し、当社と誠実に協議すること、並びに、当該譲渡予定先をして本投資契約上の割当先の義

務を負う旨の書面を当社に対して提出させることを約しています。

(3）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容

該当事項はありません。

(4）その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

本優先株式の単元株式数は１株であります。

② 議決権の有無及び内容の差異並びに理由

当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主とし

ての権利内容に制限のない株式ですが、本優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これ

は、本優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこ

ととしたものであります。

③ 種類株主総会の決議

当社は、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりませ

ん。
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３．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 優先配当金（第12条の2）

① 当会社は、剰余金の配当（Ａ種優先中間配当金（本条第5項に定義する。以下同じ。）を除く。）を行う

ときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以

下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」と

いう。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式1株につき本条第2項に定める額の剰余

金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を配当する。ただし、当該配当にかかる基準日を含む事業年度に

属する日を基準日として、Ａ種優先配当金の全部又は一部の配当（本条第3項に定める累積未払Ａ種優先

配当金の配当を除き、Ａ種優先中間配当金を含む。）がすでに行われているときは、かかる配当の累積額

を控除した額とする。

② Ａ種優先配当金の額は、1株につき710,000円とする。

③ ある事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う1株

あたり剰余金の配当（以下に定める累積未払Ａ種優先配当金の配当を除き、Ａ種優先中間配当金を含

む。）の額の合計額が当該事業年度にかかるＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該

事業年度の翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われた日（同日を含む。）まで、年率

7.1％（以下「Ａ種優先配当率」という。）で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年

を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第3位まで計算し、その小

数第3位を四捨五入する。累積した不足額（以下「累積未払Ａ種優先配当金」という。）については、Ａ

種優先配当金、Ａ種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立っ

て、これをＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う。

④ Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。た

だし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規

定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法

第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

⑤ 当会社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載

又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立ち、Ａ種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額の2分の1に相当

する額（１円に満たない金額は切り上げる。）（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を配当する。

(2) Ａ種優先株主に対する残余財産の分配　（第12条の3）

① 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、本条第2項に定める金

額を支払う。

② Ａ種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（基準価額算式）

1株あたりの残余財産分配価額

＝　10,000,000円＋累積未払Ａ種優先配当金

＋前事業年度未払Ａ種優先配当金＋当事業年度未払優先配当金額

上記算式における「累積未払Ａ種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配日」

という。）を実際に支払われた日として、前条第3項に従い計算される額の合計額とし、

「前事業年度未払Ａ種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の

前事業年度（以下本条において「前事業年度」という。）にかかるＡ種優先配当金のうち、残余財産分配

日までに実際に支払われていないＡ種優先配当金がある場合における当該前事業年度にかかるＡ種優先配

当金の不足額（ただし、累積未払Ａ種優先配当金に含まれる場合を除く。）とし、

また、「当事業年度未払優先配当金額」は、10,000,000円にＡ種優先配当率を乗じて算出した金額につい

て、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降、残余財産分配日（同日を含む。）ま

での期間の実日数につき日割計算により算出される金額（ただし、残余財産分配日が平成27年3月31日に終

了する事業年度に属する場合は、710,000円）から、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含

む。）以降に支払われたＡ種優先中間配当金がある場合におけるＡ種優先中間配当金の額を控除した金額

とする。

なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第3

位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。

③ Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、本条に定めるほか残余財産の分配を行わない。
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(3) 議決権（第12条の4）

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会（種類株主総会を含む。）において議決

権を有しない。

(4) 金銭を対価とする取得請求権（第12条の5）

① Ａ種優先株主は、当会社に対し、平成26年8月1日以降いつでも、金銭を対価としてＡ種優先株式の全部又

は一部を取得することを請求することができる（当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得

日」という。）。当会社は、この請求がなされた場合には、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得するのと

引換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令

上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、Ａ種優先株主に対して、次項に定める取得価額の金銭の

交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてＡ種優先株主から取得請求があった場合、取得すべ

きＡ種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。

② Ａ種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の3第2項に定める基準価額算式に従って計算される。な

お、本項の取得価額を算出する場合は、第12条の3第2項に定める基準価額の計算における「残余財産分配

日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

(5) 金銭を対価とする取得条項（第12条の6）

① 当会社は、平成27年7月31日以降の日で、当会社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日に

おいて、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次項に定める

取得価額の金銭の交付と引換えにＡ種優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下当該取得を

行う日を「金銭対価取得条項取得日」という。）。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当会

社の取締役会が定める合理的な方法による。

② Ａ種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の3第2項に定める基準価額算式に従って計算される。な

お、本項の取得価額を算出する場合は、第12条の3第2項に定める基準価額の計算における「残余財産分配

日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

(6) 普通株式を対価とする取得請求権（第12条の7）

Ａ種優先株主は、当会社に対し、本条第(1)号に定める取得を請求することができる期間中、本条第(2)号

に定める条件で、普通株式を対価としてＡ種優先株式を取得することを請求することができる。

(1) 取得を請求することができる期間

平成26年8月1日以降

(2) 取得と引換えに交付すべき財産

1) 当会社は、Ａ種優先株主が取得請求権を行使した場合、当該Ａ種優先株主の有するＡ種優先株式を取

得するのと引換えに、当該Ａ種優先株主に対して、次に定める条件により当会社の普通株式を交付する

（以下当該取得を行う日を「普通株式対価取得請求権取得日」という。）。なお、Ａ種優先株主に交付

される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法167

条第3項に定める金銭による調整は行わない。

（算式）

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数

＝(Ａ種優先株主が取得を請求したＡ種優先株式の第12条の3第2項に定める基準価額の総額)÷転換価額

なお、上記の基準価額の算出においては、第12条の3第2項に定める基準価額の計算における「残余財産

分配日」を「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

2) 転換価額

イ 当初転換価額

当初転換価額は、342円とする。

ロ 転換価額の修正

転換価額は、平成27年1月31日以降の毎年7月31日及び1月31日（以下それぞれ「転換価額修正日」と

いう。）に、転換価額修正日における時価の95％に相当する金額（以下「修正後転換価額」とい

う。）に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%（以下「下限転換価

額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハ

により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東証」という。）における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）と

する。
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ハ 転換価額の調整

(a) 当会社は、Ａ種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」とい

う。）をもって転換価額（上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。）を調整する。

調整後転換価額

＝ 調整前転換価額×（既発行普通株式数＋（（交付普通株式数×1株あたりの払込金額）÷時

価））÷（既発行普通株式数＋交付普通株式数）

転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取

引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、

調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数から当該日に

おける当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき

交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数と

する。

転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、

株式分割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加し

た普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減

少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数

を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。

転換価額調整式で使用する「1株あたりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金

銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。）、

下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等（下記(b)

(iii)に定義する。）の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額（時価を

下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出

資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得

請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取

得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額（下記(b)(iii)におい

て「対価」という。）とする。

(b) 転換価額調整式によりＡ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当て

の場合を含む。）（ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは

取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同

じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の

転換、交換又は行使により交付する場合を除く。）

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の

最終日とする。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただ

し、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ii) 普通株式の株式分割をする場合

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引

換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交

付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもっ

て普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合（無償割

当ての場合を含む。）
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調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）

の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転

換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日

以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える

ため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時

点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式

が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降これを適用する。

(iv) 普通株式の併合をする場合

調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(c)(i) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り

捨てる。

(ii) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に

始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入す

る。）とする。

(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当

会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。

(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又

は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の

取得のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ii) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると

き。

(iii) その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生によ

り転換価額の調整を必要とするとき。

(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合

は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算において斟酌される。

(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその

旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項

を株主名簿に記載された各Ａ種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記

の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

③ 取得請求受付場所

大阪府大阪市淀川区塚本１丁目15番27号

ダイヤモンド電機株式会社

④ 取得の効力発生

取得請求書が本条第③号に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当会社は、Ａ種優先

株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の

株主となる。

(7) 種類株主総会（第19条の2）

1．第15条（定時株主総会の基準日）の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会についてこ

れを準用する。

2．第16条（招集権者および議長）、第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）、

第18条第1項（決議の方法（議決権の過半数をもって行う））及び第19条（議決権の代理行使）の規定

は、種類株主総会にこれを準用する。

3．第18条第2項（決議の方法（議決権の３分の２以上をもって行う））の規定は、会社法第324条第2項の

定めによる種類株主総会の決議にこれを準用する。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（千株）

発行済株式総数
残高（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 9,149 － 2,190 － 3,882

（注）平成26年７月31日にＡ種優先株式の発行により、発行済株式総数が150株増加し、資本金及び資本剰余金がそれ

ぞれ750百万円増加しております。また、同日に会社法447条第１項及び第３項並びに第448条第１項及び第３項の

規定に基づき、資本金及び資本剰余金の額をそれぞれ750百万円減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替えて

おります。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

134,000
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

8,951,000
8,951 －

単元未満株式
普通株式

64,400
－ －

発行済株式総数 9,149,400 － －

総株主の議決権 － 8,951 －

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ダイヤモンド電機株式

会社

大阪市淀川区塚本１丁目

15番27号
134,000 － 134,000 1.5

計 － 134,000 － 134,000 1.5

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更し

ました。

なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間についても百万円単位に組替え表

示しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,560 2,693

受取手形及び売掛金 ※２ 7,916 ※２ 7,771

電子記録債権 ※２ 298 ※２ 317

商品及び製品 1,649 1,714

仕掛品 509 604

原材料及び貯蔵品 2,399 2,384

その他 1,495 1,542

貸倒引当金 △15 △19

流動資産合計 16,814 17,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,750 2,684

機械装置及び運搬具（純額） 5,069 4,973

土地 2,290 2,287

建設仮勘定 703 470

その他（純額） 763 744

有形固定資産合計 11,577 11,160

無形固定資産 366 363

投資その他の資産   

投資有価証券 1,550 1,591

その他 433 406

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 1,982 1,995

固定資産合計 13,926 13,519

資産合計 30,740 30,529
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,919 8,305

電子記録債務 773 753

短期借入金 ※１ 3,371 ※１ 3,017

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 1,366 ※１ 1,352

未払金 2,695 2,594

未払法人税等 136 70

賞与引当金 613 336

役員退職慰労引当金 134 -

その他 778 1,530

流動負債合計 17,789 17,960

固定負債   

長期借入金 ※１ 3,062 ※１ 2,744

長期未払金 1,234 1,235

退職給付に係る負債 954 223

その他 840 1,051

固定負債合計 6,092 5,255

負債合計 23,881 23,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190 2,190

資本剰余金 3,882 3,882

利益剰余金 432 1,009

自己株式 △62 △63

株主資本合計 6,442 7,019

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 376 399

繰延ヘッジ損益 △1 -

為替換算調整勘定 96 △56

退職給付に係る調整累計額 △113 △109

その他の包括利益累計額合計 357 233

少数株主持分 58 60

純資産合計 6,859 7,313

負債純資産合計 30,740 30,529
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 11,704 13,744

売上原価 9,809 11,226

売上総利益 1,894 2,517

販売費及び一般管理費 1,932 2,260

営業利益又は営業損失（△） △37 257

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 8 12

為替差益 77 -

補助金収入 0 0

その他 14 13

営業外収益合計 101 27

営業外費用   

支払利息 23 46

手形売却損 1 -

為替差損 － 42

支払手数料 31 8

その他 13 5

営業外費用合計 69 102

経常利益又は経常損失（△） △5 182

特別利益   

固定資産売却益 3 4

特別利益合計 3 4

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 7

独禁法関連損失 ※ 1,873 ※ 49

特別損失合計 1,873 56

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△1,875 130

法人税等 16 42

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△1,892 87

少数株主利益 2 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,894 85
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△1,892 87

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 64 23

繰延ヘッジ損益 △1 1

為替換算調整勘定 315 △153

退職給付に係る調整額 - 4

その他の包括利益合計 378 △124

四半期包括利益 △1,514 △36

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,516 △38

少数株主に係る四半期包括利益 2 2
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結子会社の決算日の変更）

従来、連結子会社のうち決算日が２月末日であったDiamond Electric Mfg.Corporation（米国）は、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について必要な調整を行っておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より決算日を３月末日に変更しております。

この変更に伴い、平成26年３月１日から平成26年３月31日までの１カ月間の損益は、利益剰余金の増減として

調整しております。

 

（会計方針の変更等）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率の決定基礎とな

る債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び

支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が742百万円減少し、退職給付に係る資産

が89百万円、利益剰余金が535百万円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四

半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　財務制限条項

(1）取引銀行４行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約

には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する

ことがあります。

①　各事業年度末日及び第２四半期会計（累計）期間の末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営

業損益を損失としないこと。

②　各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

③　各事業年度末日及び第２四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部

の合計金額を、平成25年３月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の

75％に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第２四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借

対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持す

ること。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

コミットメントラインの総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 870 690

差引額 2,130 2,310
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(2）取引金融機関とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項

が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。

①　各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。

②　各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

③　各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度

末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額以上に維持

すること。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

シンジケートローンの総額 1,800百万円 1,800百万円

借入実行残高 1,764 1,675

差引額 36 124
 
 

(3）取引金融機関と実行可能期間付タームローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が

付されており、これに抵触した場合、第２四半期会計（累計）期間の末日においては個別借入及び本借入の利率

が変更になり、また、事業年度末日においては借入金を一括返済することがあります。

①　各事業年度末日及び第２四半期会計（累計）期間の末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営

業損益を損失としないこと。

②　各事業年度末日及び第２四半期会計（累計）期間の末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経

常損益を損失としないこと。

③　各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を前年度決算期の末

日における純資産の部の合計金額の75％以上に維持すること。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

タームローンの総額 500百万円 500百万円

借入実行残高 500 475

差引額 － 25

 

※２　債権流動化による譲渡残高

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

受取手形及び売掛金 755百万円 710百万円

電子記録債権 488 484

 

　３　保証債務

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成26年６月30日）

PT.Diamond Electric Indonesia（イン

ドネシア）のリース取引に対する保証
28百万円 27百万円

 

　４　訴訟事項等

（前連結会計年度）（平成26年３月31日現在）

平成25年７月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、当社及び当社の米国子会社に対して複数の集団訴

訟が提起されています。なお、訴状には、請求金額の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績

等へ影響を及ぼす可能性があります。

 

（当第１四半期連結会計期間）（平成26年６月30日現在）

平成25年７月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、当社及び当社の米国子会社に対して複数の集団訴

訟が提起されています。なお、訴状には、請求金額の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績

等へ影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

ダイヤモンド電機株式会社(E02019)

四半期報告書

17/23



（四半期連結損益計算書関係）

※　独禁法関連損失の内容は、当社顧客への一部自動車部品（点火コイル）の販売に関して米国独占禁止法に違反

したことによるものであり、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

罰金 1,873百万円 －百万円

弁護士費用及び米国司法省調査義務履

行費用
－ 49

計 1,873 49

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

減価償却費 453百万円 494百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 27 3 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 自動車機器事業 電子機器事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 8,603 3,101 11,704 － 11,704

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 8,603 3,101 11,704 － 11,704

セグメント利益 300 67 367 (405) △37

（注）１．セグメント利益調整額405百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用405百万円であり

ます。なお、全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 自動車機器事業 電子機器事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 10,065 3,678 13,744 － 13,744

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 10,065 3,678 13,744 － 13,744

セグメント利益 503 217 720 (463) 257

（注）１．セグメント利益調整額463百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用463百万円であり

ます。なお、全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
△210円6銭 9円44銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
△1,894 85

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円）
△1,894 85

普通株式の期中平均株式数（株） 9,017,681 9,014,998

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

第三者割当によるＡ種優先株式の払込完了並びに株式の発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少につ

いて

当社は、平成26年７月31日にＡ種優先株式の発行に伴う資金が払い込まれたことに伴い、会社法第447条第３項

及び第448条第３項の規定に基づき、下記のとおり振り替えております。

(1）増加した資本金の額及び資本準備金の額

資本金の増加額　750,000,000円

資本準備金の増加額　750,000,000円

(2）減少した資本金の額及び資本準備金の額並びに増加したその他資本剰余金の額

資本金の減少額　750,000,000円

資本準備金の減少額　750,000,000円

その他資本剰余金の増加額　1,500,000,000円

２【その他】

（決算日後の状況）

特記事項はありません。

 

（訴訟）

四半期連結貸借対照表関係の注記４に記載のとおりであります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月11日

ダイヤモンド電機株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 洪　　性禎　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堀内　計尚　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイヤモンド電

機株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日

から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイヤモンド電機株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

1.会計方針の変更等に記載されているとおり、会社は「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５

月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）を当第１

四半期連結会計期間より適用している。

2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成26年７月31日に第三者割当によるA種優先株式の発行に伴う資金

が払い込まれたことに伴い、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えている。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

EDINET提出書類

ダイヤモンド電機株式会社(E02019)

四半期報告書

22/23



 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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